
【
不
法
投
棄
】

　

不
法
投
棄
と
は
、
廃
棄
物
（
ご

み
）
を
適
正
に
処
理
せ
ず
、
み
だ

り
に
道
路
や
山
林
、
空
き
地
な
ど

に
捨
て
る
も
し
く
は
埋
め
立
て
る

不
法
行
為
の
こ
と
で
す
（
自
宅
敷

地
内
で
あ
っ
て
も
処
罰
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
）
。

　

町
内
各
所
に
お
い
て
も
、
タ
イ

ヤ
・
家
電
製
品
・
生
活
用
品
な
ど

の
一
般
廃
棄
物
の
ほ
か
、
企
業
の

事
業
活
動
か
ら
排
出
さ
れ
た
と
み

ら
れ
る
産
業
廃
棄
物
が
不
法
投
棄

さ
れ
て
い
る
事
案
が
数
多
く
発
生

し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
行
為
は
、
美
観
を
損

な
う
だ
け
で
な
く
、
生
活
環
境
や

自
然
環
境
を
悪
化
さ
せ
、
さ
ら
に

は
水
質
や
土
壌
の
汚
染
な
ど
の
要

因
に
も
な
り
ま
す
の
で
、
絶
対
に

行
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

【
不
法
焼
却
】

　

不
法
焼
却
と
は
、
畑
や
空
き
地

な
ど
で
地
面
に
穴
を
掘
っ
た
り
、

ド
ラ
ム
缶
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ

ロ
ッ
ク
な
ど
で
作
っ
た
簡
易
焼
却

炉
な
ど
を
利
用
し
て
廃
棄
物
（
ご

み
）
な
ど
を
焼
却
す
る
不
法
行
為

で
す
。

　

不
法
焼
却
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

や
有
害
物
質
の
発
生
原
因
に
な
る

不
法
投
棄
・
不
法
焼
却
は

　
　
　
　

法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

だ
け
で
は
な
く
、
煙
や
悪
臭
で
周

辺
住
民
の
生
活
環
境
を
悪
化
さ

せ
、
さ
ら
に
は
火
災
に
発
展
し
か

ね
な
い
不
法
行
為
で
す
。
絶
対
に

行
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　

町
で
は
、
不
法
投
棄
・
焼
却
の

違
法
行
為
に
対
し
て
巡
回
、
監
視

パ
ト
ロ
ー
ル
な
ど
で
防
止
に
努

め
、
悪
質
な
行
為
を
発
見
し
た
場

合
は
、
八
雲
警
察
署
・
渡
島
総
合

振
興
局
と
連
携
し
、
厳
し
く
指
導

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

不
法
投
棄
・
焼
却
は
「
廃
棄
物

の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
」
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
お
り
、

5
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
1
，

0
0
0
万
円
以
下
（
法
人
の
場
合

は
3
億
円
以
下
）
の
罰
金
が
科
せ

ら
れ
、
ま
た
は
併
科
さ
せ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
八
雲
警
察
署

　

刑
事
・
生
活
安
全
課

　

☎
0
1
3
7
│
64
│
2
1
1
0

・
渡
島
総
合
振
興
局
環
境
生
活
課

　

☎
0
1
3
8
│
47
│
9
4
3
8

・
環
境
水
道
課
環
境
衛
生
係

　

☎
0
1
3
7
│
63
│
2
0
2
0

　

町
で
は
、
八
雲
墓
地
（
豊
河
町

11

│
1
）
内
に
八
雲
町
合
葬
墓
を

設
置
し
て
い
ま
す
。

【
合
葬
墓
と
は
】

　

合
葬
墓
は
、
ひ
と
つ
の
お
墓
に

多
く
の
ご
遺
骨
を
一
緒
に
埋
蔵
す

る
新
し
い
形
の
お
墓
で
す
。

　

現
在
、
お
墓
を
所
有
し
て
い
な

い
方
、
お
墓
は
所
有
し
て
い
る
が

お
墓
の
承
継
者
が
い
な
い
た
め
撤

去
（
墓
じ
ま
い
）
を
考
え
て
い
る

方
、
焼
骨
を
保
持
し
て
い
る
が
埋

蔵
場
所
が
な
い
方
、
生
前
に
自
己

の
ご
遺
骨
の
埋
蔵
場
所
を
確
保
し

て
お
き
た
い
方
の
た
め
の
お
墓
で

あ
り
、
町
が
永
代
に
わ
た
り
管
理

を
行
い
ま
す
。

【
使
用
に
つ
い
て
】

　

八
雲
町
に
住
所
が
あ
る
方
は
も

ち
ろ
ん
、
生
前
予
約
以
外
は
町
外

の
方
も
使
用
で
き
ま
す
。

　

使
用
料
金
は
、
条
件
に
よ
り
異

な
り
、
表
の
と
お
り
で
す
。

　

使
用
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
申

請
の
う
え
使
用
許
可
を
受
け
て
い

た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
合
葬
墓
に
埋
蔵
さ
れ
た

ご
遺
骨
は
、
返
還
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
】

　

環
境
水
道
課
環
境
衛
生
係

　

☎
0
1
3
7
│
63
│
2
0
2
0

八
雲
町
合
葬
墓
の

ご
案
内

※埋葬できる期間は4月～11月までの積雪のない時期となります。

使
用
料
金

八雲町内の墳墓からの改葬

八雲町外の墳墓からの改葬

八雲町内の墳墓からの改葬

八雲町外の墳墓からの改葬

希望により埋蔵された方の

氏名を刻字

使用者および被埋蔵者が八
雲町に住所を有した期間が
3ヵ月未満である場合、また
は町外の方
※生前予約はできません

使用者もしくは、被埋蔵者
が八雲町に3ヵ月以上住所を
有したことがある場合、ま
たは生前予約の場合

30,000円

45,000円

30,000円

45,000円

50,000円

75,000円

40,000円

焼骨1体につき

区　　分 条　　　件 使用料

改葬焼骨2体まで

改葬焼骨3体以上

記名板

※刻字1体分
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